
「播磨町第 3浄水場運転管理等業務委託」質疑書についての回答 

No. 項 目 質疑内容 回答内容 
１ 公募型プロポー

ザル実施要領 
9 提出書類及び提出方法 （1）提出書類 
③直近 10 年以内の契約実績についての提出書類は契
約書（写し）の抜粋でよろしいでしょうか。 
また過去 5 年以上の契約実績とは延べ 5 年との解釈で
よろしいでしょうか。 
 

発注図書類で急速ろ過方式による日最大 1 万立方メート
ル以上の浄水能力を有する上水道の浄水場運転管理業務
契約であることがわかれば抜粋で可とします。また、契約
実績は延べ 5 年以上（複数案件の実績）で問題ありませ
ん。 

２ 公募型プロポー
ザル実施要領 

9 提出書類及び提出方法 （1）提出書類 
④水道施設運転管理業務の受託実績数とは直近何年

の実績数でしょうか。 
また具体的な自治体・案件名等の補足資料の添付を考

えていますがよろしいでしょうか。 
 

直近 10 年（平成 27 年度～令和 6 年度）の日本国内にお
ける実績数（平成 27 年度履行中及び令和 6 年度履行中の
案件を含む）をお示しください。 
補足資料は任意様式で添付してください。 

３ 公募型プロポー
ザル実施要領 

9 提出書類及び提出方法 （1）提出書類 
⑤事業継続計画（BCP）作成状況とは企業全体の BCP
との認識でよろしいでしょうか。 
 

ご推察のとおりです。 

４ 公募型プロポー
ザル実施要領 

9 提出書類及び提出方法 （2）技術提案書作成要領 
事業継続計画等の添付資料として A4 版以外の用紙の

使用は可能でしょうか 
 

折り込んで A4 版にするのであれば許可します。 



５ 公募型プロポー
ザル実施要領 

15 その他 （3） 
「契約期間の 3 年目に直近の労務単価に基づく設計変
更を行い、契約期間 4 年目、5 年目について契約変更
を行います。」との記述が有りますが、労務単価とは水
道施設維持管理業務委託積算要領（平成 30 年 12 月／
日本水道協会）で適用される建築保全業務／大阪地区
労務単価であり、直近の労務単価とは、変更年の前年
に公表される単価（12 月頃に国土交通省より公表）の
認識でよろしいでしょうか。 
 

ご推察のとおりです。 

６ 提出書類様式集 
 

提出書類製本の綴り方 
「1.技術提案書類は、提出書類目次に基づき作成し、

30 ページ程度としてください」と記載されています

が、30 ページ程度とは技術提案提出書（様式第 2 号）、

各技術提案書（様式第 2-1～2-5 号）、提案価格（見積

書）様式第 2-6 号）の合計と考えてよろしいでしょう

か。 
 

ご推察のとおりです。 

７ 一般仕様書 （目的）第 2 条 
業務に関連する関連法規に関し、新たな法整備、法改

正又は規制強化などがなされた場合、仕様、契約の変

更対象としてお取り扱いいただけますでしょうか。 
 

一般仕様書 第１条（目的）、第２条（業務の履行）です
が、新たな法整備、法改正又は規制強化などがなされた場

合は、内容協議の上、必要に応じた措置または変更契約と
させていただきます。 



８ 一般仕様書 （業務範囲）第 4 条 
著しい物価変動により、材料費・保守管理業務に関わ

る労務費に大幅な変化があった場合には、契約金額の

変更協議に応じていただけますでしょうか。 

「業務委託契約書」第 48 条（物価の変動に基づく委託料
の変更）により、内容協議の上、変更契約とさせていただ
きます。 
 
 

９ 一般仕様書 （発注者の経費負担）第 23 条（4） 
「非常時の緊急対応のための出動及び代替機のない

機器の故障復旧作業については、次の区分の 1 時間 1
名当たりの単価にて、第 11 条の報告に基づき 30 分単

位で負担する」とありますが、「労務単価」とは、水道

施設維持管理業務委託積算要領（平成 30 年 12 月／日

本水道協会）で適用される建築保全業務／大阪地区労

務単価という理解で宜しいでしょうか。 
また、緊急対応の出動は配置従事者で対応可能な作業

と考えます。配置従事者での対応が困難な出動及び機

器の故障復旧作業に関しては別途見積対応との理解

で宜しいでしょうか。 
 

「労務単価」については、ご推察のとおりです。また、対
応困難なケースについては、職員に連絡の上、指示に従っ
てください。 

 


